
 

一 般 質 問 通 告 書 

 

 令和３年１２月７日から開催される第４回七飯町議会定例会において、次のとおり

一般質問をする旨、各議員から通告がありましたので、通知いたします。 

 

 

 

令和 ３ 年１２月 ７ 日  

 

 

 

 七飯町長 中 宮 安 一  殿 
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通 告 順 位 

及 び 質 問 者 
要          旨 

１． 

平 松 俊 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

町立学校における特別支援学級について 

 

 社会福祉で使われる用語の「ノーマライゼーション」と

いう言葉は 1950 年代に北欧諸国から社会理念の一つとし

て、障害者も健常者と同様な生活が出来る様に支援する考

えで、障害のある人を変えるのではなく、その人達を取り

巻く環境や障害のない人たちの意識など、周囲が変わるこ

とを意味している。そしてこの考えを基に、平成 19 年４

月から特別支援教育の本格的実施が始まり、共生社会の形

成に向けた「インクルーシブ教育（障害の有る無しに関わ

らず共に学ぶ仕組み）」が推進され、今では本人・保護者の

意向を可能な限り尊重する就学制度へと進展して来た。つ

まり希望する学校への入学は、特殊な事情がない限り何処

へでも可能となった。 

 また、七飯町は５歳児健診の実施をしており、早い段階

から支援を要する子供達へ対応できる体制が整いつつあ

る。これらの事から今後支援を要する児童生徒の受入数が

増える事が予想され、なお一層のきめ細かな対応が学校現

場に求められて来るものと考えられる。私は、平成 30 年

の第３回定例会でも特別支援学級に関する質問を行って

いるが、その当時からの進展と合わせて次の点について伺

いたい。 

 

１．小学校、中学校、義務教育学校それぞれの支援級に通

級する児童生徒数について 

２．交流及び共同学習の現状と今後の課題について 

３．教職員の専門性と現状とについて 

４. 今後の教職員の増員計画について 

５．外部人材の活用を含め、学校全体の専門性向上につい

て 

６．教職員への障害のある者を採用・配置することについ

て 
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通 告 順 位 

及 び 質 問 者 
要          旨 

 

 

 

２ 

 

ネオニコチノイド系殺虫剤について 

 

 最近、ネオニコチノイド系殺虫剤という言葉を見聞きす

る機会が増えて来たが、平成５年頃から全国で広く使用さ

れている殺虫剤の総称である。使いやすく、適用出来る害

虫の種類が多く、危険性が少ないと農作物の生産性向上に

寄与して来た。 

 しかし最近、各方面の研究者から蜜蜂などの昆虫、海で

は貝類やイカなどの生態系への影響が疑われて来ている。

ネオニコチノイド系殺虫剤について、河川の環境基準は今

のところ設定されておらず、水質汚濁の基準値としては大

幅に下回っているとのことで国内の殆どの地域では問題

がないと考えられて来た。万が一、ネオニコチノイド系殺

虫剤が規制されると、農業従事者の防除手段が奪われ、食

料供給に大きな問題が生じると思われるが、生態系へ与え

る影響も疑われている物質で、注視する必要があると発表

している国内の公的機関もある。害虫も益虫も影響を受

け、人体への影響についても新生児の尿から検出報告があ

ると国連環境計画の中でも取り上げている。ＥＵなど各国

ではネオニコチノイド系殺虫剤の規制強化が広がってい

る中、日本では農業から一般家庭の殺虫剤まで広く使用さ

れている現状である。 

 そこで、次の点について伺いたい。 

 

１．環境保護団体もしくは類する団体からの申し入れ等に

ついて 

２．農業生産団体や生産法人等からの報告について 

３．国、道、近郊自治体の対応状況について 

４．今後、七飯町が呼びかけ人となり、道南におけるネオ

ニコチノイド系殺虫剤に関する調査・研究を行う事につ

いて 
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通 告 順 位 

及 び 質 問 者 
要          旨 

  

３ 

 

大沼の観光客誘致について 

 

 最近、七飯町は大手旅行会社と観光分野に関する包括連

携協定を結び、コロナ後を見据えて観光関連事業が大いに

活気付くことに期待が寄せられている。 

 しかしながら大沼公園の現状は、自然公園法の規制の中

で、七飯町が独自に整備を進めることも容易ではなく、北

海道に対して要望を行う事が常態化している。 

 世の中は、コロナ禍の間に随分とアウトドア志向が進

み、キャンプやトレッキングが急速に広まり、関連事業の

売り上げも目に見えて伸びている。この流れを逃す事な

く、大沼観光を再生させなければ忘れ去られた観光地にな

りかねない。 

 そこで、次の点について伺いたい。 

 

１．大沼地区で運行しているスクールバスの空き時間を、

湖畔循環バスに流用することについて 

 

２．湖畔外周の木道整備について北海道と協議を行った経

緯について 

 

３．今後、大沼の湖畔木道の整備推進を森町や鹿部町と共

に要望して行く事について 
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通 告 順 位 

及 び 質 問 者 
要          旨 

２． 

神 﨑 和 枝 

 

１ 

 

  子宮頸がん予防ワクチン（ヒトパピローマウイルス

ワクチン）の定期接種について 

 

 子宮頸がんは、子宮の入り口部分である子宮頸部にでき

る「がん」で今でも日本では年間約 11,000 人の女性が子

宮頸がんにかかり、約 2,800 人もの女性が亡くなってい

る。 

 子宮頸がんの原因であるヒトパピローマウイルスの感

染を防ぐヒトパピローマウイルスワクチンは、一次予防を

目指して 2013 年４月に定期接種となり、小学校６年生～

高校１年生相当の女子は希望すれば無料で接種が可能と

なっている。一方で、2013 年６月より国は積極的勧奨を差

し控えるとしたため、多くの自治体が対象者への通知をや

めてしまい、７割近くあった接種率が１％未満にまで激減

した。 

 国は、昨年１０月と今年１月の二度にわたり、ヒトパピ

ローマウイルス感染症の対応及び対象者等への周知につ

いて通知を発出し、市町村にヒトパピローマウイルス定期

接種対象者へ情報提供の徹底を求めた。そこで、まず、昨

年 10 月の国からの通知を受けての町の対応とその結果に

ついて伺いたい。 

 

１．昨年１０月に国から対象者への情報提供に関する指示

があったが、それに対する町の対応と今後の予定は。 

２．町における通知実施世代における令和２年度の接種率

及び通知未実施であった令和元年度の同対象者数と接

種率は。 

３．厚生労働省は、積極的勧奨再開について通知すると報

道されているが、積極的勧奨が再開した場合の本町での

情報提供の方法について、周知対象、周知方法について

伺いたい。 
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通 告 順 位 

及 び 質 問 者 
要          旨 

  

２ 

 

３歳児健診における視覚・屈折検査の実施について 

 

 子どもの目の機能は生まれてから発達を続け６歳頃ま

でにほぼ完成すると言われている。３歳児健診において目

の異常が見つかった場合、治療により視力の回復が期待で

きるが、６歳以降になると回復が困難になる。弱視は近視

と異なり、眼鏡で矯正しても視力が十分出ず、見る力が発

達する乳幼児期に治療することが重要で、３歳児健診の視

力検査は大きな節目になると言われている。 

 医学の進歩により明らかになってくることへの急速な

対応が多くなっているが、子どもの将来にかかわる重要な

ことと考える。 

 そこで、本町での子どもの視覚検査の現状と今後の対応

について伺いたい。 

 

１．３歳児健診時の眼科検査の方法は。 

 

２．過去３年間の精密検査判定を受けた人数と割合は。 
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通 告 順 位 

及 び 質 問 者 
要          旨 

３． 

若 山 雅 行 

 

１ 

 

副町長が部長職を兼務していることについて 

 

 「七飯町部設置及び事務分掌条例」（平成２６年９月２

９日 条例第１７号）第１条では「地方自治法第１５８条

第１項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌さ

せるため『総務部』『民生部』『経済部』を置く」と定めら

れている。また、「七飯町行政組織規則」（平成２０年１０

月１７日 規則第２２号）第２２条第１項では「部に部長

を置く」、同条第２項では「部長は町長の命を受け、部の事

務を掌理し、所属の職員を指揮監督する」と定められてい

る。これは、「七飯町部設置及び事務分掌条例」（平成１７

年条例第４号）の全部改正として制定され、平成２６年１

０月１日から施行されている。しかし、現在一部の部の部

長職を副町長が兼務している状況である。部長に誰を任命

しようと兼務しようと人事権が町長にあることからその

判断に何も言うことはできないが、副町長が部長職を兼務

することにより不具合はないか伺いたい。 

 

１．そもそも「部課長」とも呼ぶべき制度の導入の狙い等

は何処にあったのか。 

２．部長職の不在あるいは副町長との兼務の理由・経緯は

何か。また、部長を任命するためには、何か基準や資格

というものが必要なのか。 

３．副町長は、「七飯町地域公共交通活性化協議会」の会長

を務めていたり、副町長の本来業務で多忙ではないか。

また、「七飯町庁議設置要綱」（平成１９年４月１０日要

綱第１０号）では、「部課長会議は、副町長が主催する。

ただし、副町長が不在のときは、総務部長が代理する」

となっていたり、部長職の不在あるいは副町長との兼務

に伴う弊害等はないか。運営に留意しているようなこと

はあるか。 

４．今後ともこのままの状態で運営していくのか。 
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通 告 順 位 

及 び 質 問 者 
要          旨 

  

２ 

 

「危険な通学路」の調査状況とその対応について 

 

 本年（令和３年）年９月の第３回定例会の一般質問で「７

月９日の国からの通知に先立ち、通学路の危険個所把握の

調査を指示、８月末で２０カ所の報告を受けている。９月

末までに『七飯町通学路安全推進会議』を開催し、合同点

検を実施の上、危険個所の具体的な対策内容の検討をする

予定」との答弁を受けた。ついては「危険な通学路」の調

査状況とその対応のその後の経過について伺いたい。 

 

１．通学路の危険個所把握の調査で８月末までに報告を受

けた２０か所について本町地区、大川・大中山地区、藤

城・峠下地区、大沼地区の内訳は、それぞれ何件となっ

ているか。 

 

２．９月末までに開催し合同点検を実施の上、危険個所の

具体的な対策内容の検討をするとしていた「七飯町通学

路安全推進会議」では、最終的に「危険な通学路」は何

件となったのか。 

 

３．最終的に「危険な通学路」と把握・認定された通学路

にはどのような対策をいつまでに実施することとなっ

たのか。 
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通 告 順 位 

及 び 質 問 者 
要          旨 

  

３ 

 

ガソリンや灯油等の値上がりの影響について 

 

 原油価格の高騰からガソリンや灯油などが急激に値上

がりしている。これから冬のおとずれを控えて町民の生活

への影響が心配される。そこでガソリンや灯油等の値上が

りの影響及びその対策について伺いたい。 

 

１．ガソリンや灯油等の値上がりが町の財政に与える影響

等をどのように考えているか。どの程度の経費増加が見

込まれるか。 

 

２．「七飯町福祉灯油等の助成に関する条例（平成２５年

９月２０日 条例第２１号）」第４条（助成額）では、

「福祉灯油等の助成する額は、次条の期間内において世

帯につき 5,000 円とする」となっている。また、助成期

間は「基準日（毎年１１月１日）から翌年の３月３１日

まで」である。 

  条例施行から５年以上たっていること、予想外の値上

がりを受けて、町民への支援策を検討する必要があるの

ではないか。この助成額を見直す考えはないか 

 

３．福祉灯油助成額 5,000 円の根拠はどのように説明され

るか。また、前年度（令和２年度）の実績利用率（対象

者に対する申請者の割合）はどうなっているか。 

 

 



 9 

通 告 順 位 

及 び 質 問 者 
要          旨 

  

４ 

 

七飯町の「ふるさと納税」について 

 

 「ふるさと納税」は、大事な収入源となっている。本年

度（令和３年度）は、予算歳入額で１億円が見込まれてい

る。「海の幸」などを産する他の地方自治体の豪華な返礼

品には対抗が難しい現状もあると思われるが、歳入総額

100 億円程度の当町としてはないがしろにできないとも

いえる。そこでわが町の「ふるさと納税」の現状について

伺いたい。 

 

１．令和３年度の今現在の実績（件数、金額）はいくらか。

今年度の見込はこの時点でいくらと考えているか。 

 

２．令和３年の実績・見込に対してどのように評価してい

るか。 

 

３．七飯町民が他の地方自治体に「ふるさと納税」をして

いる実績は把握しているのか。把握している場合は、令

和３年までの実績はどうなっているか。 

 

４．「ふるさと納税」は、返礼品の魅力の競争となっている

現状であるが、七飯町の返礼品について魅力アップの工

夫をしていることはあるか。また、現在人気のある返礼

品にはどのようなものがあるか。 
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通 告 順 位 

及 び 質 問 者 
要          旨 

  

５ 

 

 

「あなたもななえびとになりませんか？」という

七飯町が作成したパンフレットについて 

 

 「あなたもななえびとになりませんか？」（令和３年４

月）という七飯町が作成したパンフレットがある。町内の

店舗や施設を記載した地図と季節ごとの写真を載せ、「七

飯町のことをもっと知りたい、住んでみたいのですが、ど

うしたらいいでしょうか？」「まずは、七飯町役場総務部

政策推進課にご連絡ください。」と記載されている。また、

「まずは一度七飯町に泊まって暮らしを体験してみません

か？」と宿泊施設一覧も記載されている。ついては、この

パンフレット作成の狙い等について伺いたい。 

 

１．このパンフレットの初版はいつで、どのようなところ

に設置しているか。 

 

２．このパンフレットの狙いは何か。また、政策推進課に

連絡は何件くらい寄せられているか。 

 

３．このパンフレットの中に「七飯町の移住・定住に関係

するお役立ち情報」として「土地住宅支援」３項目、「就

業創業支援」６項目、「子育て支援」８項目「その他の支

援」１項目が記載されているが、この支援策は他の近隣

市町村の支援策と比べて優位なものはあるか。 

 

４．七飯町への移住を積極的に誘引するような税金等の優

遇や小中学生の給食費の無料対象の拡大等の政策を検

討することは考えていないか。 
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通 告 順 位 

及 び 質 問 者 
要          旨 

４． 

田 村 敏 郎 

 

１ 

 

児童生徒のタブレットの使用状況について 

 

 新型コロナウイルスの出現により、国、道は３密による

感染防止のため、相次いで緊急事態宣言を出し、人々の外

出自粛、事業所の休業要請や小中学校等の休校が長期間続

き、文部科学省として子供たちの教育の停滞を懸念し、Ｇ

ＩＧＡスクール構想を打ち出し、対面授業からタブレット

による家庭授業システムも出来るように対応をしてきた。 

 七飯町もこのＧＩＧＡスクール構想に基づき、児童生徒

にタブレットを貸与し教育実践しているが、これから６波

の新型コロナウイルスの感染拡大とインフルエンザの流

行が懸念されている中、タブレットの有効活用ができる状

況にあるのか伺いたい。 
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通 告 順 位 

及 び 質 問 者 
要          旨 

５． 

横 田 有 一 

 

１ 

 

町内各学校のコロナ対策について 

 

 コロナ感染第５波中に大中山小学校で生徒のコロナウ

イルス感染者が出た。９月１日１名、９月７日に同じクラ

ス２名のコロナウイルス感染者が次々に出てしまった。 

 第３回定例会で同僚議員から緊急動議が出され、大中山

小学校の感染対策はどうなっているのかと質問され、副町

長が一日の状況を決算審査特別委員会で報告するように

なって、事態は沈静化した。 

 以下の点について、教育長の所見を伺いたい。 

 

１．大中山小学校のコロナウイルス感染の一連の流れ（時

系列）について 

 

２．その後の感染対策について 

 

３．学校の感染対策の責任はどこにあるのか 

 

４．町内各学校の学校閉鎖、学級閉鎖時の自宅での学習方

法について 

 

５．町内各学校の平成 31 年、令和２年及び令和３年の学

校閉鎖数、学級閉鎖数及び休日日数について 
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通 告 順 位 

及 び 質 問 者 
要          旨 

  

２ 

 

町内各学校のリモート授業について 

 

 国より学校のコロナウイルス対策の一環として、各先

生、児童生徒にタブレット端末を一人ひとりに持たせ、リ

モート授業をさせようとしたが、いまだ実施されていない

と聞いている。 

 以下の点について、教育長の所見を伺いたい。 

 

１．各学校別の先生及び児童生徒のタブレット端末数は。 

 

２．リモート授業する準備は出来ているのか。 

 

３．もし、出来ていないなら問題点は何か。 
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通 告 順 位 

及 び 質 問 者 
要          旨 

  

３ 

 

プロパンガス購入方式について 

 

 前回一般質問させていただいた中で不透明な部分が

多々見えてきたので質問趣旨を変えて以下の点について、

町長の所見を伺いたい。 

 

１．プロパンガス受託業者は町内業者だけか。 

 

２．月間使用量が１００㎥以上を超える大口施設は何ヶ所

あるのか。１度でも１００㎥を超えたら大口施設なの

か。なぜ、１００㎥を基準にしたのか。１００㎥は何キ

ログラムか。 

 

３．３施設のバルク供給施設設置工事にいくらかかったの

か。契約相手は。 

 

４．水防センターのガス購入方式は。バルク容器を付けた

理由は。 

 

５．ガス価格の契約方法はどの方式がベストと考えている

のか。ＣＰ・ＭＢ連動方式か。石油情報センター方式か。

消費者協会方式か。 

 

６．大中山小学校の件で 1,000ⅿ以上の配管工事があるが、

何故それほど長い配管工事をしなければならなかった

のか。バルク設置場所として、建設計画で適当な場所を

取る事が可能ではなかったのか。 

 

７．災害時に避難所として利用しているのは何ヶ所か。暖

房燃料としてガスでやっているところは何ヶ所か。 
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通 告 順 位 

及 び 質 問 者 
要          旨 

６． 

上 野 武 彦 

 

１ 

 

 

本町地域センターの管理について 

 

 本町地域センターは、図書館との複合施設としての建設

が予定されているが、建設は第６次総合計画の令和８年前

後とされており、まだ、５年以上も使用し続けなければな

らないが、今年で築５１年が経過し、老朽化が進んでおり、

使用上も支障をきたす事態が発生している。 

 そこで、以下の点について伺いたい。 

 

１．本町地域センターは、旧耐震構造の建築物で、築５１

年目を迎えているが、耐震診断も実施していない。地震

への安全性を利用する住民にどう保証していくのか。 

 

２．１０年以上使用不能となっていた消火栓とホースは撤

去され、１階と２階の廊下にそれぞれ家庭用の消火ボン

ベ１個が置かれているが、管理上の問題はないのか。 

 

３．２階の男子トイレは雨の日や雪解け時に天井から雨漏

りが発生し、床は雨漏りで濡れる状態が続いている。雨

漏りしている屋根の補修をする考えはないのか。 

 

４．男子の大便用のトイレ２か所が１０年近く使用不能の

表示がされ、１階のトイレを使用するよう張り紙がされ

ている。公共の施設で１０年近くもこのような状態を続

けてきたが、今後さらに５年近くもこのような状態を続

ける考えなのか伺いたい。 
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通 告 順 位 

及 び 質 問 者 
要          旨 

  

２ 

 

福祉灯油について 

 

 今年は灯油価格が高騰し、昨年に比べて大幅な値上がり

となり、標準的な価格の設定をしている生協で税込み１リ

ットル１０９円となっており、高齢、低所得の世帯にとっ

て厳しい冬を迎えようとしている。 

 そこで、以下の点について伺いたい。 

 

１．今年度の福祉灯油の対象世帯は何世帯か。また、昨年

は前年実績で予算計上され、対象世帯の５０％程度の予

算であったが、対象者全員への支給を前提に予算計上す

べきと考えるがどうか。 

２．福祉灯油の案内は、広報、ポスター、ホームページ、

民生委員からの口伝えなどで実施しているという事で

あるが、こうした方法でも目を通さない高齢者は、申請

しないでしまうことが考えられる。対象の世帯に郵便で

案内を発送すべきではないか。 

３．高齢化により、役場に申請に行くこと自体困難になっ

た住民が増えていると思われる。申請は郵便で受け付

け、支給は対象の世帯に商品券の発送をして実施すべき

と考えるがどうか。 

４．今年度は灯油価格が大幅に値上がりしており、5,000

円の支給では少なすぎるのでないか。10,000 円以上支給

している自治体が約５０％という実態から、この際支給

額を 10,000 円に引き上げるべきではないか。 

５．北海道の地域づくり総合交付金の交付率について、要

綱では対象事業費の１／２以内となっているが、令和２

年度決算の助成額4,245千円に対して交付金額は600千

円、１４％程度の交付金額であった。道に５０％程度ま

での実施を求めるべきではないか。 

 


